
グループ保険 退職後制度のご案内
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重病保障コース（主契約）
7大疾病保障特約
がん・上皮内新生物保障特約

継続最高（可能）年齢70歳
（満了時年齢71歳）（注4）
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医療コース【基本型】

医療コース【充実型】

継続最高（可能）年齢69歳
（満了時年齢70歳）（注4）

継続最高（可能）年齢70歳
（満了時年齢71歳）（注4）

傷害コース【基本型】【賠償責任型】
傷害コース【携行品損害型】
介護支援コース

医療コース【先進医療型】 継続最高（可能）年齢79歳
（満了時年齢80歳）（注4）

継続最高（可能）年齢70歳
（満了時年齢71歳）（注4）
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家族支援コース

70歳継続コース

71歳以降は
600万円プランか
300万円プランのみ

継続最高（可能）年齢80歳
（満了時年齢81歳）（注4）

継続最高（可能）年齢69歳
（満了時年齢70歳）（注2）
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特定疾病保険
（継続最高（可能）年齢７９歳）
（満了時年齢８０歳）（注1）（注2）

無配当医療保険
（継続最高（可能）年齢７９歳）
（満了時年齢８０歳）（注1）（注2）

無配当医療保険
（継続最高（可能）年齢７９歳）
（満了時年齢８０歳）（注1）（注2）

どちらか選択

退職後定期保険
（継続最高（可能）年齢７９歳）
（満了時年齢８０歳）（注1）（注2）（注3）

一時払退職者傷害保険

継続最高（可能）年齢70歳
（満了時年齢71歳）（注4）

（注1） 記載の保険商品について、今後の環境変化
等により取扱内容（販売休止を含む）を変
更させていただく可能性があります。退職
後定期保険、無配当医療保険、特定疾病保
険については専用のパンフレットがござい
ます。ご希望の方は引受保険会社までご連
絡ください。
問い合わせ先：明治安田生命03-5289-7146

（注２）70歳継続コースは、ご退職等により被保
険者が契約者となった場合、保険期間満了
後は80歳まで自動更新の取扱いとなりま
す。また、更新後の掛金は、更新時の年齢
および保険料率により計算します。なお、
団体扱いによる継続の場合は70歳で保険
期間満了となります。70歳継続コース、
退職後定期保険、無配当医療保険、特定疾
病保険の保険期間満了日は、ご加入者（被
保険者）が保険期間中に満期年齢（保険年
齢）をむかえられた直後の更新日の前日ま
でです。更新日時点で満期年齢（保険年
齢）に達している場合は継続加入できませ
んのでご注意ください。

（注３）退職後定期保険のご加入にあたっては、基
本コースを退職直前まで２年以上ご加入い
ただくことが必要です。

（注４）基本コース、家族支援コース、医療コース
【基本型】、医療コース【先進医療型】、医
療コース【充実型】、傷害コース【基本型】
【賠償責任型】【携行品損害型】、介護支援
コース、重病保障コースの保険期間満了日
は、ご加入者（被保険者）が更新日時点で
加入資格を満たす直後の更新日の前日まで
です。

（注５）詳細はパンフレットをご参照願います。
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退職後の更新手続き方法は？Q1
Ans. グループ保険の保険期間は1月1日～12月31日※1（2月1日～翌年1月31日※2）の1

年間です。
退職後の更新のお手続きについては、毎年8月～9月頃にご自宅へご案内書類を送
付いたします。グループ保険のご継続について、ご相談を希望される方は記載の
お問い合わせ先まで、ご連絡をお願いいたします。
（注）再任用の方はご所属へご案内書類を送付いたします。

掛金はどんな方法で払うのか？Q2
Ans. 口座振替となります。

別紙「口座振替依頼書」をご提出ください。
（再任用の方も同様です。）

何歳まで続けられるのか？Q4
Ans. 制度により、継続最高（可能）年齢が異なります。表面に記載の「退職後の取扱

いについて」をご確認ください。

Q&A 退職後継続のポイント

退職後も継続できる制度があります！ぜひご検討ください

配当金はあるのか？Q3
Ans. 退職後も、現職中と同じように配当金のお戻しがあります。※

なお期間途中で解約（脱退）した方は、配当金の対象になりませんのでご注意く
ださい。

2022年度の配当率

〔家族支援コース〕

〔医療コース【基本型】〕

30.501%

34.951%

※この保険は1年ごとに収支計算を行い、剰余金が生じた場合は配当金としてお
返しする仕組みとなっています。配当率は、お支払い時期の前年度決算により
決定しますので、将来お支払いする配当金額は現時点では決定していません。
ただし、期間途中で脱退された場合は配当金はありません。
医療コース【先進医療型】、医療コース【充実型】、重病保障コース、収入補償
コース、70歳継続コース、傷害コース【基本型】、傷害コース【賠償責任型】、
傷害コース【携行品損害型】、介護支援コース、療養補償コース【長期型】、療
養補償コース【短期型】については配当金がありません。
※70歳継続コースについては制度を脱退された場合、一部解約返戻金がある場
合がございます。
※新・団体定期保険へ移行のため基本コースの過去の配当金還付率は記載してお
りません。

※1　該当の制度は、基本コース、家族支援コース、就業不能支援コース、医療コース【基本型】、医療
コース【先進医療型】、傷害コース【基本型】【賠償責任型】、傷害コース【携行品損害型】、介護
支援コース、療養補償コース【長期型】、療養補償コース【短期型】です。

※2　該当の制度は、医療コース【充実型】、70歳継続コース、重病保障コース、収入補償コースです。

退職後も1年ごとに見直し可能！
毎年必要かどうかを決められます。

※基本コース、家族支援コース、就業不能支援コース、医療コース【基本型】、医療コー
ス【先進医療型】、傷害コース【基本型】【賠償責任型】、傷害コース【携行品損害型】、介
護支援コース、療養補償コース【長期型】、療養補償コース【短期型】の保険期間は1
月1日～12月31日の1年間です。
※医療コース【充実型】、70歳継続コース、重病保障コース、収入補償コースの保険期
間は2月1日～翌年1月31日の1年間です。

一部制度のみの継続が可能！
退職後も必要な保障だけ残せます。

＜終了となる制度＞・就業不能支援コース・収入補償コース・療養補償コース【長期型】、療養補償コース【短期型】
※下記お問い合わせ先、明治安田生命保険相互会社へご連絡ください。

健康状態に関係なく継続加入できます。

本人だけでなく、配偶者の方も継続加入できます。
配偶者が加入する場合は、本人の加入が必要です。
本人が脱退した場合は、配偶者も同時脱退になります。


